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計画の目的

北栄町のCO2排出量

世界各地で増え続ける異常気象は、気象災害の激甚化や自然環境の劣
化等を引き起こし、「気候変動」は私たち人類の存続の脅威になってい
ます。そのため、本町は2019年 12月に「北栄町気候非常事態宣言」を
表明し、2050年までに町内におけるゼロカーボン（人為起源のCO2の
実質排出ゼロ）を目指すこととしました。

北栄町における2019年度のCO2排出量は73.7千t-CO2です。
2050年度に、排出量をゼロにするため、省エネ対策、再生可能エ
ネルギー（再エネ）最大限導入を軸として様々な対策を講じてい
きます。

2018年台風24号で町内の河川が氾濫

このロードマップは2050年までの長期的に取り組む内容で、技術革新、制度改正、財政面も含めた様々な情
勢により、変化するものとなるため、今想定できる最大限の計画であり、目安となるものです。

ロードマップ
最大限の省エネ対策と再エネ導入を推進し、2030 年度にはCO2排出量

を基準年（2013 年度）の 48.6 ％削減、 2050 年度にはCO2の実質排出
ゼロを目指します。

取組項目 2019年度 2030年度 2050年度

2019年度までのCO2削減量（千t-CO2） 18.8 18.8 18.8

BAUによるCO2削減量（千t-CO2） 0.3 4.6

省
エ
ネ
対
策

住宅・建物のZEH化・ZEB化※1

住宅・建物の断熱・気密化
機器・設備の省エネ化
電気自動車の導入

新築の50％
既存の1％/年
～100件/年
5％/年更新
公用車更新

新築の100％

CO2削減量（千t-CO2）各年度BAU比 9.8 24.5

風車なし 風車あり

再
エ
ネ
導
入

電
気

太陽光発電(公共施設・住宅・建物)

住宅・小規模事業所
大規模事業所

風力発電
小水力発電
木質バイオマス発電

40件/年
1件/年

－
－
－

160件/年
15件/年

－
2ヶ所
2ヶ所

55件/年
3件/年

10基（3MW/基）

2ヶ所
2ヶ所

熱
・

動
力

木質バイオマスボイラー
太陽熱温水器
薪・ペレットストーブ

－
4件/年
4件/年

6ヶ所
50件/年
50件/年

6ヶ所
50件/年
50件/年

CO2削減量（千t-CO2）各年度BAU比 16.0 44.6

CO2削減量（千t-CO2） 2013年度比 18.8 44.9 92.5

排出量合計

73.7千t-CO2

本計画は2050年度までに気候変動対策（省エネ・再エネ）に取り組
むことで脱炭素社会を実現し、エネルギーの地産地消による地域経済循

環や地域課題など経済・社会面
における課題も地域の特色を活
かして解決につなげることで、
町民が健康、安全、快適に暮ら
せる持続可能なまちづくりを目
指します。

2050年北栄町
脱炭素ロードマップ【概要版】

２０２３年４月 北栄町
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① 省エネ対策 ② 再エネ導入

省エネ対策の推進 太陽光発電の最大限導入 その他再エネの導入推進

方
針

高断熱・高気密の建築物や省エネ設備の導入、
電気自動車の普及を進め、健康で快適な暮らし、
環境にやさしい暮らしを実現します。

公共施設や住宅・事業所などの設置可能な場所に
太陽光発電を設置し、自家消費による経済的負担
の軽減や非常時のインフラ維持を目指します。

木質バイオマスや小水力発電、風力発電、
太陽熱温水器などの導入を推進し再エネ利
用率を高めます。

取
組

• 住宅や建物のZEH化・ZEB化※1の推進
• 家庭・事業所における省エネ設備の導入
• EMS※2の導入によるエネルギーの見える化
• 電気自動車の導入（購入、更新）と充電ス

タンドの整備
• 省エネ行動の推進

• 太陽光発電を設置可能な場所に設置（できる
だけ蓄電池とセット）

• 公共施設の屋根や駐車場などに率先して導入
• 地域新電力会社と連携し、PPAモデルを活用

した導入
• 空地、遊休地等の活用を検討

• 町内での有効な木質バイオマス、小水
力発電などの導入を調査研究

• 風力発電の民間参入は、
適切な運営が行われる
ことを条件に推進

• 町民や事業者に向けた普及啓発
• 関係者の連携

基本施策

※2 EMS（イーエムエス）…Energy Management System（エネルギー・マネジメント・システム）断熱性能や省エネ性能を向上させて快適な室内
環境を実現しながら、太陽光発電などで生活等に
必要なエネルギーを作り出すことにより、年間の
一次消費エネルギー量（空調・給湯・照明・換
気）を概ねゼロ以下にする住宅・建物のことです。

※1 ZEH/ZEB

ZEH（ゼッチ）…Net Zero Energy House
（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）

ZEB（ゼブ）…Net Zero Energy Building
（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）

【各部門の取組例】

農業部門

• ハウス温度の見える化による管理

• 生産設備の更新・高効率化

運輸（交通）部門

• 自転車利用の活性化

• 持続可能な移動手段の確保
（コンパクトシティ、徒歩交通など）

【地域新電力会社】

地域新電力会社の小
売電気事業で再生可能
エネルギーの地産地消
を進め、地域外に流出
しているエネルギー資
金を地元に残し、脱炭
素と地域経済の活性化
を目指します。

廃棄物部門

• 3R/4Rの継続

【PPAモデル】

施設所有者の敷地や屋根などに、PPA事業者が太陽光発電設備を
設置して所有、管理を行い、発電した電力は、その施設の使用者へ
有償提供するしくみです。

再エネ

建物内で使用する電気の使用量などを計測して「見える化」を図るとともに、空調や照明設備等
を制御するエネルギー管理システムです。把握した使用量デ－タをもとに空調等を効率よく制御す
ることにより、無理のない省エネ・省コストを実現します。

このロードマップは2050年までの長期的に取り組む内容で、技術革新、制度改正、財政面も含めた様々な情勢により、変化するものとなるため、今想定できる最大限の計画であり、目安となるものです。

持続可能なまちづくりのために最大限の省エネ対策と再エネ導入を行い、地域内の環境・社会・経済の課題の同時解決に取り組む

※地域の主体性と協働を軸に取り組む



2022年8月実施
対象：北栄町民1000人（年代別にランダム抽出）
回答者：306人

２．あなたの環境意識について
２－１　気候変動の影響をどのくらい心配していますか。

２－２　気候変動の影響を受けるのは誰だと思いますか？

北栄町脱炭素ロードマップ町民アンケート結果

１－１　性別 １－２　年齢
１．あなたについて

回答しない

3%

女性

49%

男性

48%

10代

2%

20代

20%

30代

16%

40代

16%

50代

19%

60代

25%

70代以

上

2%

40%

51%

5%
4%

とても心配である

ある程度心配である

心配ではない

わからない

29%

41%

18%

12%

自分の世代

自分の子どもの世代

自分の孫の世代

さらに先の世代



■多くの場合、生活の質を脅かすものである ■生活の質に影響を与えないものである

■多くの場合、生活の質を高めるものである ■わからない

２－３　地球温暖化問題・気候変動問題にどの程度関心がありますか。

２－４　あなた自身が行動することにより、気候変動問題は改善できると思いますか。

２－５　気候変動対策（省エネ対策や再エネ導入など）は、どのようなものと考えていま
すか。

23%

57%

5%

1% 12%

2%

非常に関心がある

ある程度関心がある

あまり関心はない

全く関心がない

どちらともいえない

わからない

8%

58%

7%

27%
とてもそう思う

そう思う

まったくそう思わない

そう思わない

http://climateandenergy.wwviews.org/results/



北栄町、北栄町教育委員会、北栄町人権教育・啓発推進協議会

町内全自治会

令和5年9月～11月末まで

全町民

各自治会集会施設等

人権を学ぶ会の実施について

北栄町の将来像である「人と自然が共生し 確かな豊かさを実感するまち」の実現

のため、人権を尊重するまちづくりを推進する必要がある。その具体的な取組みと

して人権を学ぶ会を開催し、町民一人ひとりが学ぶことをきっかけとして、“個性を

目 的

資料№６

日 程 日　程 説　明

主 体

期 間

対 象 者

場 所

認め合い、互いの心に寄りそうまち”をめざす。

主 催

懇談の有無は自治会に選択していただきます

教育委員会職員がアンケート記入のお願いをします

①開　会

②自治会代表あいさつ

③日程説明

④訪問者自己紹介

⑤学習（ＤＶＤ視聴等）

⑥視聴等の感想（又は懇談）

⑦訪問者からひとこと

司会進行は自治会で行ってください

訪問者が自己紹介します

教育委員会職員が視聴前に説明します

　　　→上記以外の学習内容で実施

事務局が提案する次の学習内容から各自治会が選択

特 記 今年度の「人権を学ぶ会」依頼事項（6.23地区推進員会議で説明）

⑧アンケート記入 

⑨閉　会 

内 容

　①ＤＶＤ視聴　　「話せてよかった」　　テーマ：無意識の思い込み

　　　→北栄町人権教育推進協力員会議で選定（視聴時間27分）

　②ＤＶＤ視聴（任意選択）

　　　→過去に使用した教材DVDを選択・視聴

　③その他

新型コロナウイルス感染症については、感染症法の位置づけが５類感染症になりました
ため、感染症対策を行いませんが、次の２点を遵守いただくようお願いします。

○国の方針に従い、マスク着用等の感染対策は個人の判断でお願いします。

○新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別、誹謗中傷を行うことがないよう、皆

　　さまのご理解とご協力をお願いします。

実施に向け、ご協力お願いいたします。



  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合わせ先】ほくほくプラザ（北栄人権文化センター） 電話 0858-37-4676 

第１回 高齢者の人権 

６月９日(金) 
１９：００～２０：１５ 

演題：「超高齢社会の人権尊重」 

   ～ともに生きる地域をめざして～ 

講師：鳥取県人権文化センター 

専任研究員 

        中尾
な か お

 和則
かずのり

さん 

会場：ほくほくプラザ 

第４回 外国人の人権 

１０月１３日(金) 
１９：００～２０：１５ 

演題：「台湾からこの土地に来て 

私が伝えたいこと、あなたが出来ること」 

講師：鳥取県国際交流財団 

    国際交流コーディネーター 

     羅房
ラ ホ ウ

 婕
チェ

美
ミ

さん 

会場：ほくほくプラザ 

 

令和５年度 分かりやすいじんけんの話 

 開 催 案 内 

第２回 同和問題(部落差別) 

７月３０日(日) 
１３：３０～１５：００ 

演題：「ちょっと心を かしてくれませんか」 

講師：ヒューマンバンド「熱と光」 

  宮
みや

﨑
ざき

 保
たもつ

さん 

会場：大栄農村環境改善センター 

第５回 感染症等の病気にかかわる人の人権 

１２月１５日(金) 
１９：００～２０：１５ 

演題：「ハンセン病を正しく理解しよう」 

講師：鳥取県ハンセン病人権問題学習会講師 

     前田
ま え た

 寿光
としみつ

さん 

会場：ほくほくプラザ 

第３回 性的マイノリティの人権 

９月２２日(金) 

１１月２２日(水) 
１４：００～１５：１５ 

演題：「じぶん、まる！ 

ひとりじゃないよ。じぶんでいいよ。」 

～性の多様性から『じぶん』について考える～ 

講師：にじいろ i-Ru 

     田中
た な か

 一歩
い っ ぽ

さん・近藤
こんどう

 孝子
た か こ

さん 

会場：【9/22】 北条中学校 

   【11/22】大栄中学校 

第６回 刑を終えて出所した人の人権 

１月１２日(金) 

１９：００～２０：１５ 

演題：「地域で共に生きる」 

    ～再チャレンジできる社会へ～ 

講師：鳥取県地域生活定着支援センター 

     相談支援員 

      竹内
たけうち

 聡
さとし

さん 

会場：ほくほくプラザ 

年６回、様々な人権をテーマに開催しています。 

積極的なご参加をお願いします。 
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北栄町自治会長会　会長

に記入のうえ、10月31日(火)までにご提出してください。

自治会名 自治会長名

(質問・意見等)

※10月31日(火)までに、下記担当へご提出ください。

メール soumu@e-hokuei.net

11月自治会長会研修会　町長に対する事前質問票

電話 0858-37－5861

―　提出先・問合せ先　―

担当 総務課 総務室　松尾大介

fax 0858-37-5339

( 切 り 取 り )

資料№8

たので、町政に関して普段から疑問に思われていることや、ご意見等ありましたら下記質問票

第 2023-8838-0

令 和 5 年 7 月 25 日

自治会長　各位

岡 裕 一

( 公 印 省 略 )

11月自治会長会研修会　町長への事前質問について

11月24日に開催します自治会長会研修会では、手嶋町長を講師に迎え「これからの北栄

町について」と題して講演していただく予定になっています。

そこで、事前に自治会長の皆さまから町長に対して事前質問をしていただく機会を設けまし




